
岩見沢地区消防事務組合火災予防条例の一部改正について

『簡易サウナ設備』の新設と住宅における『感震ブレーカー』の普及促進

01
『簡易サウナ設備』の新設

テント型、バレル型サウナの増加により、従来の浴場等に設置されるサウナ設備の規制では実
態とそぐわないことによる改正

テント型サウナ バレル型サウナ サウナストーブ サウナ内温度状況

現 行 基 準

① テントやバレル（木樽）に設けるものは
想定されていない。

② サウナストーブと周囲の可燃物との離隔
距離として、可燃物の表面温度が１００℃
を超えない距離を保つことが求められてい
る。（低温着火が生じることを考慮）

可燃物までの離隔距離を長くとる必要がある

改 正 基 準

① 『簡易サウナ設備』を追加し、屋外等の
テント及びバレルに設けるサウナストーブ
（最大出力６kw以下の薪ストーブ・電気ス
トーブ）を規定。

② サウナストーブと周囲の可燃物の離隔距
離として、可燃物が１００℃を超えない距
離又は可燃物が引火しない距離（可燃物の
表面温度が２００℃～３００℃を超えない
距離に相当）のいずれかが確保されていれ
ばよいこととする。

離隔距離を短くすることができ、テントやバレルの狭い空間にサウナストーブが設置可能

可燃物

５０cm

５０cm５０cm

５０cm

１００cm

可燃物

可燃物≦１００℃ 可燃物が引火しない距離

いずれか

02
『一般サウナ設備』への名称変更

簡易サウナ設備以外のサウナ設備（浴場等のサウナ室に設けるサウナストーブ）を一般サウナ
設備として改正

または
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03
火災予防条例に『感震ブレーカー』を明記

住宅における火災の予防を推進するための施策に『感震ブレーカー』の普及促進を明記するた
めの改正

分電盤タイプ 簡易タイプ 簡易タイプ コンセントタイプ

感震ブレーカーとは？

地震の揺れを感知して自動的に電気の供給を遮断する装置で、大規模地震時の停電からの復旧時に発生
する電気火災（通電火災）を防ぐためのものです。

（参考）大規模地震時における電気火災の発生状況について


